
　　　 第１号様式（第２条関係） 　

※場所の地番が複数ある場合は住所登録する地番に○印、住居表示地域は住居表示と登録地番を表示すること。
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※　敷地境界等明確な構造物から、取出し管・止水栓・メーターまでの距離を記入すること。

※　取出し管がある場合は、本管の管種・口径を記入すること。

　　４　この誓約事項は、当該給水装置を第三者に譲渡する際には譲受者に対して必ず継承し、

  　　もって一切の維持管理保全について私がその責任を負います。

　　　　　令和     年     月     日        申込者氏名

 所有者住所

 所有者住所

 所有者住所

 所有者住所

 所有者住所
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地
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諾

 　　 じましても一切の異議は申しません。 

  　　富士宮市には一切御迷惑はおかけしません。

誓　　約　　書
私は、給水装置工事申込みに伴い下記事項を誓約いたします。

家
屋
所
有
者

承
諾

 私所有の家屋に給水装置を設置することを承諾します。

装 置 場 所  富 士 宮 市

 氏　　　名

分
岐
承
諾

 私所有の支管等から分岐することを承諾します。

関 係 者 承 諾

委　　任　　状

水道給水装置工事一切を指定給水装置工事事業者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に委任する。

　　　　　令和     年     月     日        申込者氏名

土
地
使
用

承
諾

 私所有の通行路等の土地に給水管を埋設することを承諾します。

 氏　　　名

帰
属
承
諾

 本工事の道路（公道部分、公道になる部分）に埋設される管の所有権を市に帰属

 氏　　　名

 することを承諾します。

　　１　富士宮市水道事業給水条例を遵守し、水道工事その他不慮の断水等により私に損害が生

　　２　私道（市の指定を受けない道路）、敷地内に布設された給水装置につきましては自費を

　　３　給水装置工事について、利害関係者等から異議があった場合には、工事完了後も含め、
　　　私の責任で解決します。

配管図・立面図

 私所有の土地に給水装置を設置することを承諾します。

 氏　　　名

 氏　　　名


	Sheet1

